
  ○アジア第１ゾーン代表者会議要項を廃止する要項（案）  

                       制  定 平成２８年９月２４日 

 

                        

 アジア第１ゾーン代表者会議要項は廃止する。 

  附 則 

１ この要項は、平成２９年７月１日から施行する。 

２ この要項の施行前にこの要項による廃止前のアジア第１ゾーン代表者会議の規定に基

づいて運用したものについては、なお従前の例による。 


